
改良土製造工場の登録に係る手続及び審査に関する要綱 

 

制  定 令和６年３月７日 工務部長決     

最近改正 令和７年３月27日 技術監理担当課長決 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、改良土（配水管布設工事等施工の埋戻しの際に使用するものをいう。

以下同じ。）を製造する工場が、大阪市水道局（以下「局」という。）の工事においてそ

の使用が認められる工場になるための登録手続及び審査等に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（登録基準） 

第２条 改良土の製造工場として本市に登録される工場（以下「登録工場」という。）の基

準は、別表第１に掲げるとおりとする。 

（登録発効等） 

第３条 登録の発効日（以下「登録日」という。）は、原則として４月１日又は10月１日と

する。ただし、登録手続を申請する者（以下「申請者」という。）の責に帰すべきでない

事由により登録手続が登録日とする日の前日までに完了しない場合は、その登録手続が完

了した日の翌日を登録日とする。 

（登録の申請） 

第４条 登録工場への登録を希望する者は、次に掲げる登録日の区分に応じ、当該各号に定

める期間中に、別表第２に掲げる書類（以下「登録申請書類」という。）を土木施設課

（技術監理担当）に提出しなければならない。ただし、当該期間の最終の日が大阪市の休

日を定める条例（平成３年大阪市条例第42号）第１条第１項に規定する市の休日（以下

「市の休日」という。）に当たる場合、その日後最初に到来する市の休日以外の日に提出

することができる。 

 ⑴ ４月１日 登録日の属する年度の前年度の６月１日から11月30日まで 

 ⑵ 10月１日 登録日の属する年度の前年度の12月１日から翌年度の５月31日まで 

（書類審査） 

第５条 局は、登録申請書類の受領後、第２条の基準の充足を確認するための書類審査を実

施する。 

（立会検査） 

第６条 局は、前条の書類審査の後、申請された工場に対し立会検査を実施する。 

２ 工場を立会検査する者は、土木施設課（技術監理担当）の職員で構成し、係長級以上の

職員を含む２名以上で対応するものとする。 

（結果通知） 

第７条 局は、第５条の書類審査と前条の立会検査の結果を精査し、資材等審査委員会設置

要綱（平成７年10月31日局長決）に定める管路資材分科会各委員及び資材等審査委員会委

員長の承認を経て、申請者に対し登録の可否を通知する。 

（検査費用） 

第８条 各種土質試験、環境基準試験、設備・機材等の検査に要する費用その他登録申請に



要する一切の費用は、すべて申請者の負担とする。ただし、書類審査及び立会検査におい

て当局が要する費用は除く。 

（登録の有効期限） 

第９条 登録工場の有効期限（以下「登録有効期限」という。）は、次に掲げる登録日の区

分に応じ、当該各号に定める日とする。 

 ⑴ ４月１日 登録された年の翌年３月末日 

 ⑵ 10月１日 登録された年の翌年９月末日 

２ 第３条ただし書の事由により４月１日又は10月１日に登録できなかった場合における登

録有効期限については、第４条第１号に掲げる期間に申請していた場合は登録後最初に到

来する３月末日とし、同条第２号に掲げる期間に申請していた場合は登録後最初に到来す

る９月末日とする。 

３ 登録有効期限が到来したとき、局は申請者に対し、その登録の失効に関する通知等は行

わない。 

（臨時の検査等） 

第10条 局は、必要と判断した場合、登録工場に対し臨時の立会検査及び各種試験等の実施

を求めることがある。 

（登録内容の変更の申請等） 

第11条 申請者は、局に提出した登録申請書類の内容に変更が生じたときは、遅滞なく様式

－３「登録内容変更申請書兼同意書」及び登録申請書類のうち内容に変更が生じた書類を

局に提出しなければならない。 

２ 前項の提出において、製造設備及び工程等改良土の品質に関わる変更があった場合は、

変更後に製造された試料による土質試験証明書も局に提出しなければならない。 

３ 局は、第１項の提出があった場合、その書類の内容を審査し、当該工場の立会検査を実

施しなければならない。ただし、登録内容の変更が書類により十分に確認できるものと認

められる場合、立会検査の一部又は全部を省略することができる。 

（更新登録の手続） 

第12条 登録有効期限の後も継続して登録工場への登録を希望する者は、第４条に定める手

続を行い、第５条の書類審査及び第６条の立会検査を改めて受けなければならない。ただ

し、別表第２中⑵及び⑶に掲げる書類については、第４条各号に定める登録申請書類提出

期限から30日以内までに提出すれば足りる。 

２ 第６条の立会検査は、局が不要と判断した場合、省略することができる。 

（登録の抹消） 

第13条 申請者は、改良土の製造を中止したとき又は登録工場の登録の抹消を希望するとき

は、遅滞なく様式－４「登録抹消申請書」を局に提出しなければならない。局は、申請者

へ登録抹消通知を行う。 

（登録の取消） 

第14条 局は、申請者又は登録工場が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を取り

消すことができる。 

 ⑴ 別表第１に定める基準に適合しなくなったとき 

 ⑵ 第11条第１項に定める申請を怠ったとき 



 ⑶ 登録申請書類等に虚偽の内容があったとき 

 ⑷ 立会検査時における局からの指摘事項に対し、期日までに是正が完了しなかったとき 

 ⑸ 登録工場が製造する改良土に重大な瑕疵が判明し、又はその品質に関して不正行為が

認められたとき 

 ⑹ 破産手続開始の決定がなされた場合の他、事業を行っていないことが判明したとき 

 ⑺ 局への提出書類に記載された同意事項を遵守しなかったとき 

 ⑻ 前各号に定めるもののほか、局が社会通念上登録の取消に足ると判断する事案を認め

たとき 

２ 登録工場について、前項各号に定める取消事由が確認できたとき、局は申請者に対し登

録取消通知を行う。 

３ 前項により登録を取り消された登録工場は、登録が取り消された日から１年を経過し、

かつ、取消事由が改善されたと認められるまで、局は、第４条の申請を受け付けない。 

４ 前項の規定にかかわらず、取消事由が、申請者又はその役員（大阪市暴力団排除条例施

行規則（平成23年大阪市規則第102号）第３条第５号アに定める者をいう。）が暴力団員

であると認められるときである場合、登録工場の登録が取り消された日から２年を経過し、

かつ、その取消事由が改善されたと認められるまで、局は第４条の申請を受け付けない。 

（細目の委任） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、登録工場の手続、審査及び検査に関し必要な事項は、

工務部技術監理担当課長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（改良土製造工場の登録に関する施行の細目の廃止） 

２ 改良土製造工場の登録に関する施行の細目（平成18年８月４日工務部長決。以下「旧要

綱」という。）は廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の施行の際現に提出されている次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に

定める申請とみなす。 

 ⑴ 旧要綱第２条の規定による登録申請 この要綱第４条の規定による登録申請 

 ⑵ 旧要綱第10条の規定による更新登録申請 この要綱第12条の規定による更新登録申請 

 ⑶ 旧要綱第11条の規定による登録内容変更申請 この要綱第11条の規定による登録内容

変更申請 

 ⑷ 旧要綱第12条の規定による辞退願い この要綱第第13条の規定による登録抹消申請 

４ この要綱の施行の際現に旧要綱の改良土製造工場の登録を受けている工場は、この要綱

による登録工場としての登録がされたものとみなす。 

   附 則 

 この改正規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 



別表第１ 

改良土製造工場の登録基準 

 

１．別表第２（２）①～④の規格・性状及び（３）①②の環境基準を満たす改良土を製造し

ていること。 

２．建設発生土の受け入れ体制が整っていること。 

３．改良土の品質に関して管理体制が整っていること。 

４．改良土の品質を確保するための設備として、粒度調整機、並びに改良材混合撹拌機を常

設していること。（スケルトンバケットを装着した掘削機械及びその他の掘削、運搬車輌

等によるもの並びに手作業によるものは前記設備とは認めない。） 

５．登録しようとする製造工場の所在地が大阪市内、または大阪市境界から概ね10ｋｍ以内

であること。 

  



別表第２ 

登録申請書類（各１部提出） 

 

(1) 登録申請書兼同意書（新規）（様式－１）または、登録申請書兼同意書（更新）（様

式－２） 

(2) 申請を行う工場で製造された改良土が、下記①～④の規格・性状を満たしていること

を証明できる試験成績証明書（発行日が登録予定日から遡って１年以内のもの（本要

綱第12条第２項に該当する場合は変更後のもの）で、検査事業者の記名押印があるも

の） 

①土の粒度試験（JIS A1204） 

19㎜ 
ふるい通過質量 

425μｍ 
ふるい通過質量 

75μｍ 
ふるい通過質量 

90～100％ 10～90％ 0～25％ 

②最大粒径 25㎜以下 

※26.5㎜ふるい通過質量が 100％であれば、最大粒径 26.5 ㎜の判定であっても、本基

準に適合していると見なす。  

③塑性指数（Ｉp）（JIS A 1205） 

425μｍふるい通過分について10％以下 

④修正CBR試験（JIS A1211） 30％以上 

(3) 申請を行う工場で製造された改良土が、下記①②の基準を満たしていることを証明で

きる試験成績証明書（都道府県に計量証明事業所として登録されている機関により実

施されていること。また、発行日が登録予定日から遡って１年以内のもので、証明事

業者の記名押印があるもの） 

①土壌溶出量基準として、土壌の汚染に係る環境基準（環境庁告示第46号）別表に掲げ

る条件に適合していること。 

②土壌含有量基準として、土壌汚染対策法施行規則（環境省令第29号）別表第五に掲げ

る要件に適合していること。 

(4) 製造設備配置図（プラント平面図）※１ 

(5) 製造工程フロー図※１ 

(6) 工場写真※１ 

製造設備及び製造工程写真 

(7) 会社概要※１ 

(8) 誓約書（様式－５） 

(9) その他技術資料（設備の仕様・能力等が記載されているカタログ等） 

(10) 水道局庁舎から検査場所までの交通機関説明書及び最寄りの駅から検査場所までの詳

細位置図  ※⑽は当局が求めた場合のみ 

 

 

※１ 更新登録申請の場合は、(4)、(5)、(6)、(7)の提出を不要とする。 

 

 


